
堺市障害児等療育支援事業

NPO法人ぴーす が実施する

ぴーすのあい・すてーしょん
〒5 9 1 - 8 0 3 2  堺市北区百舌鳥梅町3 丁3 9 - 3

基本相談担当：地域活動支援センターぱれっと

相談支援担当：ぴーすの支援プランセンター

地域支援特別事業担当：ぴーすの児童デイぱんだ

施設支援とは、障害児等が集団指導を営む施設等の依頼を受けて行われるものです。

施設とは、学校、保育所•幼稚園、児童発達支援•放課後等デイサービス、相談支援事業所等です。

ぴーすが提供する施設支援は

施設からの依頼を受けて以下のようなことを行います。

障害児本人に対する支援

施設での集団生活に適応することができるように、身体•精神 
の状況や置かれている環境に応じた指導•支援をヘルプします。
例えば、集団参加や行動面で何らかの困難を見せる、学習面のつ
まずきが大きいなどの悩みに答えます。
どのような指導や支援が必要かを探りたい場合の助言なども含みます。

支援する人たちの『今、困っていること』に対応

『福祉•サービスなど』に関する情報を提供します。
『行政を含む 関係機関との連携』への助言や仲介をします。
『保護者への支援』に悩む支援者へ助言や『保護者とのコミュニケーション
のヘルプ』をします。
複合的な問題があるなどの『困難ケース』への対応に協力や助言をします。
ケースカンファレンスの参加、そのファシリテートを行います。

支援する人たちの『これから、求めること』に対応

支援者向け研修への講師を派遣します。
保護者向けのセミナーを出前実施します。『あいふぁいる活用セミナー』を
含みます。
子ども向けの『障がい理解～啓発セミナー』などの出前講座を行います。

利用方法

・まずは、ぴーすHP『事業案内』の『あい・すてーしょん申し込みフォーム』よりお問合せください。

受付終了後、担当者より1週間程度でご連絡させていただきます。

・申込は、堺市の書式『利用申込書』へ記載するだけでOKです（複雑な手続きはありません）。
・利用はいずれも無料、１つの相談にかかる回数も制限はありません。

お問合せ先：ぴーすHP（http://p-ｓ-sakai.net）（『NPO法人ぴーす堺市』で検索）

※お急ぎの場合は、電話(072-242-7765)でもお申込みいただけます。『あい・すてーしょん施設支援希望』とお伝えください

堺市の『あい•すてーしょん』については、裏面をご覧ください。
保護者から直接の相談対応等もあります。

http://p-s-sakai.net/
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